
からのお知らせ総務課

役場窓口の受付時間変更のお知らせ
令和８年１月から試行開始します

▲詳細は町ホームページを
　ご確認ください

 8:30～12:00
13:00～17:15 変更後   ９:00～12:0013:00～ 16:30現在

ご理解・ご協力を
よろしくお願いします

Ｑ．窓口受付時間変更の目的は何ですか。

■役場に行かなくてもできる手続き例

現在、役場の窓口受付時間と職員の勤務時間が同一である
ため、始業前の準備や窓口終了後の事務処理に時間外勤務が
常態化しています。また、窓口の多い部署では、町民サービスの
向上に向けた業務改善や見直しを行う時間を確保しにくい状況
にあることから、窓口受付時間と勤務時間に一定の差を設ける
こととしました。これにより、職員の働き方改革による時間外勤
務の削減を図りつつ、業務改善やＤＸの推進に必要な時間を確
保し、質の高い行政サービスの提供を目指します。

Ａ.
Ｑ．なぜ9：00～16：30に変更するのですか。
来庁される方の時間帯を調査したところ、9：00～16：30の

間に全体の約9割の方がご利用されることが分かりました。町
民の皆さまへの影響をできるだけ少なくすることを考え、この
時間帯を新しい窓口受付時間としました。

Ａ.

Ｑ．窓口受付時間外や休日でも、
    戸籍（婚姻・離婚・死亡）の届出はできますか？
これまでどおり、警備室で受け付けます。Ａ.

今後も公式LINEやさまざまなデジタルツールを
活用し、役場に行かなくてもできる手続きを増や
していきます。町民の皆さまにとって、より便利で
利用しやすい環境を整えてまいりますので、ご理
解とご協力をお願いします。

簡単・便利なオンライン申請等をご利用ください

証明書・申告

氏名の振り仮名の届出
パスポート申請
転出手続き
住民税無収入申告
住民税電子申告 （令和８年１月開始予定）
所得証明書等の申請
乳児健診予約
7か月児健診相談予約

上下水道の開栓・閉栓・名義変更
道路・公園の破損状況通報
野球場、小中学校体育館・運動場の施設予約（※）

マイナポータル
マイナポータル
マイナポータル
LINE
eLTAX
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
町ホームページ
LINE
LINE
町ホームページ
LINE
LINE
LINE

コンビニ

子育て・健診

インフラ・施設予約

国 保

住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写し・
税証明書

（※）施設予約は一部団体での実証実験中です。今後、一般の方なども含め対象を拡大していく予定です。

公式LINE
与那原町

友だち募集中！ ＠yonabarutown
LINE ID▼

町公式LINEでの手続きをご利用
いただくには、友だち登録が必要です。

QRコードから友だち追加を
お願いします。

総務課 945-2201お問い合わせ

親子健康手帳の交付予約
マタニティスクール参加予約
保育所現況届
町立学校欠席連絡
特定検診・一般健診・がん検診予約
国民健康保険の喪失届
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税務課 945-4477お問い合わせ

法定調書の提出は　e-Tax　で！！
●

●

詳しくは国税庁または
e-Taxホームページをご覧ください

※従業員の方が国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカード
　を利用してe-Taxで申告する際にご利用になれます。

からのお知らせ税務課

固定資産税第3期分の納付期限は
令和7年度対面での令和8年度（令和7年分）

確定申告・住民税申告受付について
令和8年２月16日（月）～３月１6日（月）まで

【対面受付】 9時～12時

　

口座振替日は12月25日（木）

令和
8年 1月5日（月）です

納め忘れにご注意ください！
　町税は納期内に納付お願いします。
口座振替の申し込みはパソコン／スマホ／
役場窓口でも受け付けています！
「キャッシュカード」と「暗証番号」などを
ご用意ください。 詳しくはこちら▶

　役場で職員が直接上記申告をお受けします。12時～
14時は役場にパソコンを用意しますので、ご自身で電子
申告をしていただくことができます。
　ご自宅にインターネット環境がない方はぜひご利用く
ださい。日程等の詳細は、次号以降にてお知らせいたし
ます。

税務署に行かずに、自宅や事務所などから法定調書を作成・提出。
法定調書の提出のe-Tax利用率は76.6％、約4人に3人がe-Taxを
利用しています！
事業主の方が、e-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出することで、従
業員の方が所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル連携
を利用すると、給与所得の源泉徴収票の情報を申告書の該当項目へ
自動で入力することができます。

法定調書の
作成・提出について

マイナポータル連携で
給与所得の確定申告が簡単に

e-Taxを利用するメリット

■ e-Taxならそんな悩みを解決
●ご自身のパソコン、スマホから24時間どこ
でも申告できます。

●還付（医療費控除・寄付金控除など）の申請な
ら所要時間たったの10分程度

■ e-Taxを利用するには
● マイナンバーカードをお持ちの方
❶マイナンバーカード
　（電子証明書が有効期間内のもの）
❷ ICカードリーダライタ
またはマイナンバーカード対応のスマホ

■ マイナンバーカードでの申告が簡単！

■
 
国税庁ホームページにアクセスして申告書
を作成・送信しましょう！

公的年金等を受給されている方へ
　以下のいずれにも該当する場合は、所得税及び復興特別
所得税の確定申告は必要ありません。※
● 公的年金等の収入金額が400万円以下
● 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

※公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。
所得税等の還付がある場合には、還付を受けるための
確定申告をすることができます。
所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税
の申告が必要な場合があります。
住民税については、お住まいの市町村にお尋ねください。

これらの改正により、受給者に還付すべき金額が生じる場合
には、原則として、公的年金等の支払者から還付されますが、
「特定親族特別控除」の適用を受けようとする場合や、扶養親
族等の所得要件の引き上げにより、扶養親族等の要件を満た
すこととなった親族に係る「扶養控除」等の適
用を受けようとする場合には、確定申告をする
必要があります。

●

●

～令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し～
●

●

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください ⇒

令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」に関する見直し
や、「特定親族特別控除」の創設等が行われました。これらの改正
は、原則として令和７年12月1日に施行され、令和７年分以後の所
得税について適用されます。

　ただし、マイナンバーカードの発行は申請か
ら約1カ月かかります。お早めの申請を検討く
ださい。

　混雑した窓口に行きたくない、待ち時間が長い、仕事が
忙しくて日中窓口にいけない、休めない、感染症が心配…

パソコン・スマホで
確 定 申 告
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